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１．はじめに 

 農村振興局農村環境課では、農業用水資源

を良好に維持・確保するとともに水質保全対

策の推進に資するため、農業用水の水質状況

を定期的に観測しています。 

 本報告は、平成２７年度に実施した水質調

査結果を取りまとめたものです。 

 

２．調査内容                                

（１）調査対象地域と調査地点 

 本調査は、食料供給の中核的役割を担う大

規模かつ優良な農業地域である広域農業地域

を対象に、主要な農業用用水路のうち、広範

囲の受益地に配水されている分水地点等に調

査地点を設定し、水質観測を実施しました。 

平成２７年度は全国の広域農業地域に位置

する２３９地点で観測しました(図１)。 

 

図１ 調査地点図 

 

 

 

 

（２）調査時期と回数 

 水質調査は農業用水の取水量が多い水稲の

かんがい期において、田植期（代かき・田植

期）、分げつ期、出穂期に３回（以下、「か

んがい期」という。）行いました。 

 

（３）調査項目 

 調査項目は、水質の主要な指標である水素

イオン濃度(pH)、溶存酸素量(DO)、電気伝導

度（EC）、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学

的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、全窒素

濃度(T-N)の７項目としました。 

 

３．農業用水の水質 

（１）水質の現状 

全調査地点の調査時期別の観測値につい

て、調査項目毎の平均値を表１に示しました。 

かんがい期３回の観測値の平均を、農業（水

稲）用水基準（表２）及び環境基準（農業用

水）（表３）に照らしてみると、概ね良好な

水質となっています。 

また、各期別にみると期別の水質に大きな

差はなく、全般的にかんがい期を通じて農業

用水の水質は安定しています。 

 

  

表１ 農業用水の水質（全地点平均） 

pH DO(mg/L) EC(mS/m) BOD(mg/L) COD(mg/L) SS(mg/L) T-N(mg/L)

田植え期 7.5 9.8 10.9 1.0 2.9 8.4 0.6
分げつ期 7.5 9.0 11.9 1.0 3.4 7.1 0.6
出穂期 7.5 8.7 12.3 0.9 3.2 6.5 0.6

かんがい期平均 7.5 9.2 11.7 1.0 3.2 7.3 0.6

調査項目

 
 



表２ 農業（水稲）用水基準（抄）

項　目 基準値

　 ｐＨ　　（水素イオン濃度） 　６.０～７.５

 　ＣＯＤ （化学的酸素要求量） 　６mg/L以下

 　ＳＳ 　（浮遊物質量） 　100mg/L以下

 　ＤＯ 　（溶存酸素量） 　５mg/L以上

 　Ｔ－Ｎ （全窒素濃度） 　１mg/L以下

 　ＥＣ  　（電気伝導度） 　30mS/m以下  

 

 

表３ 環境基準 河川（利用目的：農業用水）（抄） 

項　目 基準値

 　ｐＨ　　（水素イオン濃度） 　６.０～７.５

 　BＯＤ （生物化学的酸素要求量） 　８mg/L以下

 　ＳＳ 　（浮遊物質量） 　100mg/L以下

 　ＤＯ 　（溶存酸素量） 　５mg/L以上  

 

 

（２）水質の頻度分布 

 全調査地点の観測値について、調査項目毎

の観測結果（かんがい期平均）の頻度分布を

図２－１から図２－７に示しました。 

pH は 145 地点(全地点の 61%)、DO は 237

地点（同 99%）、ECは 235地点(同 98%)、COD

は 222地点(同 93%)、T-Nは 199地点 (同 83%)、

BOD及び SSはすべての地点（同 100%）で、農

業（水稲）用水基準等の基準値内となってい

ます。 

 

図２－１ 頻度分布（ｐH） 

 
図２－２ 頻度分布（DO） 

 

 

 

 

 

 

 

図２－３ 頻度分布（EC） 

 

 

 

 

 

 

図２－４ 頻度分布（BOD） 

 

 

 

 

 

 

図２－５ 頻度分布（COD） 

 

 

 

 

 

 

図２－６ 頻度分布（SS） 

 

 

 

 

 

 

図２－７ 頻度分布（T-N） 

 

（３）水質調査結果のまとめ 

平成２７年度の水質は、全般的には概ね良

好な水質となっています。 

なお、基準値を外れている地点について、

水稲を中心とする作物の生育状況等の聞き取

り調査を行いましたが、水質による被害の報

告はありませんでした。 

昭和 46 年 12 月 28 日 環境庁告示第 59 号 

水質汚濁に係る環境基準について 別表第２ をもとに作成 

 

注：農業（水稲）用水基準は、環境基準の基礎的資料とするため、水稲の生

育に影響を与えない水準として、昭和４５年に農林省の公害研究会が農業

用水の基準案として策定したもの。 



（参考）農業用水の水質の推移 

 主要な農業用用水路（調査地点、調査地点

数は年度ごとに異なる）におけるかんがい期

平均水質の推移を調査項目別に平成１８年度

から平成２７年度まで示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

農業（水稲）用水基準等に照らしてみると、 

各調査項目とも良好な水準で推移していま

す。 
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